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ＢＵＮ環境課題研修事務所

「サーキュラーエコノミー時代に
おける廃棄物処理の位置付け」

令和７年度東北地方
資源循環自治体フォーラム
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国内資源循環の現状イメージ



世は循環型社会。
サーキュラーエコノミー
単純処理から、
リサイクルへの転換は必須。
では、「リサイクル」とはなんぞや？
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０円

１０円

１００円

差額９０円

加工業

－１００円

－１０円

差額９０円

廃棄物処理業

－４０円

５０円

差額９０円リサイクル業
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０円

－４０円

５０円

差額９０円

リサイクル業

ここから、ここまでは明確に

廃棄物の処理

リサイクルとは間違いなく
廃棄物の処理である。

原料（インプット）が廃棄物
だからこそリサイクル

原料（インプット）が有価物
だったら、単なる加工業

アウトプットはプラス、
つまり有価物

インプットはマイナス、
つまり廃棄物
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リサイクル、
「やるな」とは言っていない。

「やるなら、許可を受けて
やりなさい。」
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廃棄物処理法罰則

第２５条

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁
(懲役)若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 無許可営業
二 不正許可取得
三 無許可変更
四 不正変更許可取得
五 命令違反
六 無許可業者委託(産廃、事業系一廃)
七～十三(省略)  

十四 不法投棄
十五 不法焼却
十六 指定有害廃棄物(硫酸ピッチ)保管、収集、運搬又は処分者
２ 前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。

該当罰則
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廃棄物

有価物

一般廃棄物

産業廃棄物

家庭系

事業系

物

市町村長許可

都道府県知事許可

許可が産廃と一廃で別のため、「一廃の許可業者」であっても、産廃を扱えば
「無許可」となる。
産廃は種類ごとの許可なので、「廃プラスチック類」の許可を持っていても、
「汚泥」の許可を持たない会社が扱えば、「無許可」となる。

廃プラスチック類
汚泥
がれき類等２０種

このことから、「物」の区分
を知ることが、まずは基本。
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廃棄物の区分



観点を変えた区分

事業活動を伴う 産業廃棄物

一般家庭から発生 一般廃棄物

廃
棄
物

(普通の)
産業廃棄物

特別管理
産業廃棄物

(普通の)
一般廃棄物

特別管理
一般廃棄物

事業活動を伴うのか、そ
れとも家庭から出るのか、
が最初のフィルター

これがいわゆる「事業系
一般廃棄物」

事業活動を伴わないで発生する産廃は無い

これがいわゆる「生活系
一般廃棄物」
家庭から出される廃棄物
は必ず一般廃棄物
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産業廃棄物の区分

管理型――無し燃え殻１

管理型――無し汚泥２

埋立禁
止

――
無し廃油３

埋立禁
止

――
無し廃酸４

埋立禁
止

――
無し廃アルカリ５

安定型――無しゴムくず６

安定型
――

無し金属くず７

安定型
――

無しガラスくず及
び陶磁器くず

８

管理型
――

無し鉱さい９

安定型
――

無し廃プラスチッ
ク類

１０

安定型――無しがれき類１１

管理型建設業、パルプ、紙又
は紙加工品の製造業、
新聞業、製本業及び印
刷物加工業等

有り紙くず１２

管理型建設業、木材又は木製
品の製造業、パルプ製
造業及び輸入木材の卸
売業等

有り木くず１３

管理型建設業、繊維工業有り繊維くず１４

管理型食料品製造業、医薬品
製造業又は香料製造業

有り動植物性残渣１５

管理型畜産農業有り動物のふん尿１６

管理型畜産農業有り動物の死体１７

管理型備考：集じん施設によ
つて集められたもの等

△ばいじん１８

管理型備考：廃棄物を処分す
るために処理したもの

△処理物１９

管理型と畜場等有り動物系固形不
要物

２０

安定型、
管理型

の別
指定業種等

業種
指定
有無

名称
番
号

安定型、
管理型
の別

指定
業種
等

業種
指定
有無

名称
番
号



動植物性残渣

「動植物性残渣」の許可を持っているからと言って・・・・・

スーパーマーケットや外食産業から出た売れ残り、
食べ残し、調理くずを扱った。

動植物性残渣は指定業種のある産業廃棄物。

スーパーマーケットや外食産業は指定業種では
ない。

一般廃棄物無許可
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「廃棄物の処理」の種類

処理

処 分

収集運搬

保管を含む

保管を含まない

中間処理

最終処分

海洋投入

埋 立

その他

焼 却

脱 水

中 和

破 砕
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産業廃棄物処理委託契約の原則
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5．委託基準を守ること

5．委託基準を守ること
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積み降しの場所で許可

積み込む県で収集運搬の許
可が必要（栃木県）

降ろす県で収集運搬の許可
が必要（山形県）

単に通過するだけの県で
は許可は不要（福島県）
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一般廃棄物処理の難しさ

Ａ市

Ｂ町

Ｃ村Ｄ町

Ｅ市

Ｆ町

一般廃棄物の場合も、積み卸しを行
う場所で許可は必要。

このため、広域的な処理を行うため
には、多くの市町村の許可が必要に
なる。

しかし、一般廃棄物は市町村の自治事
務であり、市町村自らによる処理を原則
としていることから、市町村一般廃棄物
処理計画にマッチしない一般廃棄物処
理業の許可は行わない。



法律の条文許可権限者許可の種類業・施設の別

第７条第１項市町村長一般廃棄物収集運搬業営業

第７条第６項市町村長一般廃棄物処分業

第１４条第１項都道府県知事産業廃棄物収集運搬業

第１４条第６項都道府県知事産業廃棄物処分業

第１４条の４第１項都道府県知事特別管理産業廃棄物収集運
搬業

第１４条の４第６項都道府県知事特別管理産業廃棄物処分業

第８条第１項都道府県知事一般廃棄物処理施設施設設置

第１５条第１項都道府県知事産業廃棄物処理施設
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知事の許可の一部は政令市長が行うのもある。

廃棄物処理法の許可の種類

処理業許可区分のルール

処理業の許可はどこか一つの県だけで、一種類だけ取得すれば、日
本全国で全ての廃棄物に関して有効であるというものではないので、注
意を要する。

（１）一般廃棄物、産業廃棄物の別で別個に許可が必要
（２）収集運搬と処分とは別個に許可が必要
（３）許可権限者ごとに別個に許可が必要
（４）産業廃棄物は産業廃棄物の種類ごとに許可が必要

「一廃と産廃の区別や産廃の種類をしっかり覚えておかな
いと、「無許可」行為をしてしまう恐れが多分にある」 （最
高刑拘禁(懲役)５年）

［無許可業者に委託してしまう恐れが多分にある」
（最高刑拘禁(懲役)５年）

処理業の許可は①品物(廃棄物の種類)②行為(処理の種類)③エリアで違ってくる
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このように厳しい罰則の対象ともなる許可制度
にもかかわらず、「許可不要」として運用してい
るいくつかの規定がある。

許可も取らずに「やってよい」というのは、そ
れなりの理由や条件があってあたりまえ。

現在、各種リサイクル法をはじめとする、
「許可不要制度」は、このような考えにより制
度化されている。

許可不要者は、何らかの義務をかけられてお
り、それを達成するために「許可不要」とされ
ていることがほとんど。
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廃棄物処理法業許可不要系統図

物

有価物

廃棄物

廃棄物処理法で
規定

廃棄物処理法では
規定せず

許可条文根拠

独立別個条文根拠

「専ら再生」

省令規定

大臣認定

再生利用認定

広域認定

適正処理困難物

許可不要を規定

特別法の位置づけ

各種リサイクル法

鉱山法、下水道法、水質汚濁防止法等

公共団体（１１条）

事業者自ら処理

下取り

無害化認定
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特管一廃便乗規定

実験・実証

「ただし書」



各種リサイクル法の詳細系統図

廃棄物処理法では
規定せず

許可不要
を規定

特別法の
位置づけ

各種
リサイクル法

鉱山法、下水道法、
水質汚濁防止法等

R法以外
（存在せず）

容器包装R法

家電R法

食品R法

自動車R法

小型家電R法

建設R法には許可
不要制度はない

プラ資源循環促進法

再資源高度化法

資源有効利用促進法
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Ａ市

Ｂ町

Ｃ村Ｄ町

Ｅ市

Ｆ町

食品R法に規定する許可不要制度

食品R法第２１条第２項

認定事業者である食品関
連事業者から委託を受け、
認定計画に従って、食品
循環資源を運搬する業者

一般廃棄物収集運搬業
許可不要

積み込むＢＣＤＥＦの一般廃棄物収集運
搬業の許可も不要。

リサイクル工場のあるＡ市の収集運搬業
の許可も不要。

いわゆる「リサイクルループ」と言われる
形態。
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出典、農水省ＨＰ。食品廃棄物のリサイクルの流れ２
23
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令和７年１１月スタート「再資源高度化法」
今までは「適正処理」。「再資源化」は「望ましい」レベル。
今後は、「再資源化」が「義務」の時代に。



25

（勧告及び命令）

第十七条 主務大臣は、特定再利用事業者であって、その製造に係る製品の生産量又

はその施工に係る建設工事の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該特

定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用が第十五条第一項に規定する判

断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定再利

用事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該特定再利用業種に係る再生資源又は

再生部品の利用に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

① 再生資源の利用義務化

• 脱炭素化の促進のため、再生材の利用義務を課す製品を特定し、当該製品の製造事

業者等に対して、再生材の利用に関する計画の提出及び定期報告を義務付け。

（定義）

第二条

９ この法律において「特定再利用業種」とは、再生資源又は再生部品を利用することが

技術的及び経済的に可能であり、かつ、これらを利用することが当該再生資源又は再生

部品の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める再生資源又は再生部

品の種類ごとに政令で定める業種をいう。
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特定再利用業種

施行令（特定再利用業種）

第二条 法第二条第八項の政令で定める再生資源又は再生部品の種類ごとに政令で定

める業種は、別表第二の第一欄に掲げる再生資源又は再生部品ごとにそれぞれ同表の

第二欄に掲げるとおりとする。

(Ｒ７年８月時点、これを拡大改正する可能性有り。ＢＵＮさん推測)

27

資源有効活用促進法
再資源資材の使用義務電マニ

廃棄物処理法
１０００トン

ブラ法
２５０トン

勧告命令対象

産業廃棄物
１００００トン

ブラ
１５００トン

排出者側 多量排出事業者
廃棄物処理法、プラ資源法

処理業者側
再資源高度化法

勧告命令対象
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「規制緩和」はよいことのように聞こえるが、では、なぜ、
そのような「規制」「制度」が必要なのか。
必要だったからこそ、制度を作り、規制してきた。

その規制を取り払うというのだから、それなりの理由や
条件は必要。
「サーキュラーエコノミー」
再資源化、リサイクルとは。
これからは「適正処理」では足りない時代。

そのために、いろんな規制緩和制度を充実させてきてい
るのだから、やはり、ルールに則った再資源化を。
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拙著のコンテンツ

入門書、経験年数０年
全くの素人向け。

応用、経験年数１～２年

現場でよく出される疑問を取り上げ。
ケーススタディ。

通知解説、経験年数２年以上
法律条文を一応理解した人向け

廃棄物処理法の許可不要制度に特化
各種リサイクル法等解説、経験年数３年以上

廃棄物処理法の公的運用を解説
最新版は令和２年版であるが、
これには通知ＣＤが付いていない。

問題集。知識の確
認。試験対策用。

解説が詳細で間違
いなし。

第３章に廃棄
物処理法の暗
黙のルールに
踏み込んでい
る。

廃棄物処理法
の制度の成り
立ちや詳細に
ついて解説
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